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(57)【要約】
【課題】一旦挿入した内視鏡を抜き取って再挿入させる
ことなく、同じ内視鏡を用いたままＰＤＤとＰＤＴ等の
手技を早急に切り替えることができ、しかも各手技の内
容に応じてそれぞれ適切な照射角で光照射が行えるよう
にする。
【解決手段】集光レンズ８１Ａ，８１Ｂ、特定の吸収波
長帯を有する光カットフィルタ８３、及び透光部８５Ａ
，８５Ｂ，８５Ｃを有するスライド部材７３をフード本
体部に移動自在に支持する。そして、このスライド部材
７３を内視鏡先端部３５に対して移動させることで、ス
ライド部材７３の集光レンズ８１Ａ，８１Ｂが照射窓３
７Ａ，３７Ｂに対面しスライド部材７３の光カットフィ
ルタ８３が観察窓３８に対面する第１の位置、又はスラ
イド部材７３の透光部８５Ａ，８５Ｂ，８５Ｃが照射窓
３７Ａ，３７Ｂ及び観察窓３８に対面する第２の位置に
切り替え可能な構成にした。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内に挿入される内視鏡挿入部の先端に、互いに中心波長の異なる複数種の光を出
射する照明窓と、被検体を撮像するための観察窓とが配置され、前記照明窓と前記観察窓
の前面側で前記内視鏡挿入部の先端を覆う内視鏡用先端フードが設けられたフード付き内
視鏡装置であって、
　前記内視鏡用先端フードが、フード本体部と、該フード本体部に対して移動自在に支持
され、前記内視鏡挿入部の先端に対面して、集光レンズ、特定の吸収波長帯を有する光カ
ットフィルタ、及び透光部が配置されたスライド部材と、を具備し、
　前記スライド部材が、前記スライド部材の集光レンズが前記照射窓に対面し、前記スラ
イド部材の光カットフィルタが前記観察窓に対面する第１の位置と、前記スライド部材の
透光部が前記照射窓及び前記観察窓に対面する第２の位置との間で少なくとも移動自在に
されたフード付き内視鏡装置。
【請求項２】
　請求項１記載のフード付き内視鏡装置であって、
　前記スライド部材が、前記集光レンズ、前記光カットフィルタ、及び前記透光部を同じ
面内で一体に配置した円盤部を有し、該円盤部が回動自在に支持されたフード付き内視鏡
装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載のフード付き内視鏡装置であって、
　前記スライド部材が前記内視鏡挿入部の軸方向へ移動自在に支持されたフード付き内視
鏡装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項記載のフード付き内視鏡装置であって、
　前記フード本体部の前記スライド部材よりフード先端側に配置され、前記照射窓からの
照明光軸及び前記観察窓の撮像光軸を、前記内視鏡先端部の軸方向から側方に偏向させる
反射部材を備えたフード付き内視鏡装置。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか１項記載のフード付き内視鏡装置であって、
　前記光源部が、白色光と、該白色光より狭い波長帯域の特殊光とを出射するフード付き
内視鏡装置。
【請求項６】
　請求項５記載のフード付き内視鏡装置であって、
　前記光源部が、レーザ光源と、前記照射窓の内側に配置される波長変換部材とを有し、
前記レーザ光源からの出射光、及び該出射光が前記波長変換部材により波長変換された光
により白色光を生成するフード付き内視鏡装置。
【請求項７】
　請求項５記載のフード付き内視鏡装置であって、
　前記光源部が、特定の波長帯の光を選択的に透過する透過フィルタを、透過波長帯が互
いに異ならせて複数配置したカラーフィルタを備え、
　前記カラーフィルタの各透過フィルタに選択的に白色光を照射して、複数種の波長帯の
光成分を生成するフード付き内視鏡装置。
【請求項８】
　請求項７記載のフード付き内視鏡装置であって、
　前記白色光を照射する透過フィルタの切り替えタイミングに同期して、前記スライド部
材の移動を実施するフード付き内視鏡装置。
【請求項９】
　請求項７または請求項８記載のフード付き内視鏡装置であって、
　前記カラーフィルタが、前記複数の透過フィルタを、回転中心を中心として円周方向に
並べて配置した円板状の回転カラーフィルタであるフード付き内視鏡装置。
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【請求項１０】
　請求項１～請求項９のいずれか１項記載のフード付き内視鏡装置であって、
　前記光源部が発生する特殊光が、患者に投与し患部に滞留した光感受性物質を光化学反
応させて前記患部を治療する波長域を含む光線力学的治療用光であるフード付き内視鏡装
置。
【請求項１１】
　請求項１０記載のフード付き内視鏡装置であって
　前記光カットフィルタの特定の吸収波長帯が、前記光線力学的治療用光の中心波長を含
むフード付き内視鏡装置。
【請求項１２】
　請求項１～請求項１１のいずれか１項記載のフード付き内視鏡装置であって、
　前記光源部が発生する特殊光が、患者に投与し患部に滞留した光感受性物質を励起させ
る波長域を含む光線力学的診断用光であるフード付き内視鏡装置。
【請求項１３】
　請求項１２記載のフード付き内視鏡装置であって、
　前記光線力学的治療用光を前記照射窓から出射する場合に、前記スライド部材を前記第
１の位置に切り替え、
　前記光線力学的診断用光又は白色光を前記照射窓から出射する場合に、前記スライド部
材を前記第２の位置に切り替えるスライド部材移動制御部を備えたフード付き内視鏡装置
。
【請求項１４】
　請求項１～請求項１３のいずれか１項記載のフード付き内視鏡装置であって、
　前記スライド部材を、前記第１の位置又は前記第２の位置へ切り替え指示する切り替え
指示部が、前記内視鏡挿入部の基端側に延設される内視鏡操作部に配置されたフード付き
内視鏡装置。
【請求項１５】
　請求項１～請求項１４のいずれか１項記載のフード付き内視鏡装置であって、
　前記撮像窓を通して撮像する撮像素子が出力する撮像信号のフレームに同期して、前記
スライド部材を移動させるフード付き内視鏡装置。
【請求項１６】
　請求項１～請求項１５のいずれか１項記載のフード付き内視鏡装置であって、
　前記フードが、前記内視鏡挿入部の先端に着脱自在に装着されたものであるフード付き
内視鏡装置。
【請求項１７】
　請求項１～請求項１６のいずれか１項記載のフード付き内視鏡装置に用いられる内視鏡
用先端フード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置及びこれに用いる内視鏡用先端フードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　体腔内の観察や検査を行う内視鏡装置において、腫瘍を診断する光線力学的診断（Phot
odynamic Diagnosis：ＰＤＤ）を行うものがある。これは、予め腫瘍親和性がありかつ特
定の励起光に対して感応する光感受性物質を生体に投与した後、励起光となるレーザ光を
比較的弱い出力で生体組織表面に照射して、癌などの腫瘍の病巣部で光感受性物質の濃度
が高くなった部位からの蛍光を観察する診断方法である。また、レーザ光を比較的強い出
力で生体組織表面に照射して癌などの腫瘍を治療する光線力学的治療（Photodynamic The
rapy：ＰＤＴ）を行う内視鏡装置も提案されている（特許文献１～３参照）。
【０００３】



(4) JP 2011-104333 A 2011.6.2

10

20

30

40

50

　一般に、ＰＤＴを行うには、まず、ＰＤＤにより蛍光を発する患部を特定して、この特
定された患部に対してＰＤＴ用レーザ光を照射する。ところが、照射するＰＤＴ用レーザ
光とＰＤＤ用レーザ光との強度差が大きいため、撮像素子によりＰＤＤ時の患部の観察が
行えても、ＰＤＴ時では観察画像が飽和する。そこで、特許文献１の構成では、ＰＤＴ用
の撮像素子と、ＰＤＴ用レーザ光をカットする光カットフィルタを取り付けたＰＤＤ用の
撮像素子とを設け、それぞれを切り替えて使用している。また、特許文献２においては、
内視鏡を体腔内に挿入してＰＤＤ用レーザ光により観察して患部を特定し、その後、内視
鏡を体腔内から抜き取り、内視鏡先端フードを内視鏡先端部に取り付けて内視鏡先端部の
観察窓を光カットフィルタで覆う。そして、内視鏡先端フードの取り付けられた内視鏡を
再び体腔内に挿入して、患部に向けてＰＤＴ用レーザ光を照射して観察している。また、
特許文献３においては、特許文献２と同様にＰＤＴ用レーザ光をカットする光カットフィ
ルタを有する内視鏡シースを内視鏡挿入部に着脱することにより、ＰＤＤ時とＰＤＴ時で
共に観察可能にしている。
【０００４】
　しかし、特許文献１においては、内視鏡先端部の照射窓からＰＤＤ用のレーザ光を照射
して患部を特定した後、ＰＤＴ用のレーザ光を出射するＰＤＴプローブを鉗子孔に挿入し
、内視鏡先端部から突出させて、特定した患部に向けてＰＤＴ用のレーザ光を照射する構
成となっている。そのため、ＰＤＴプローブを別途に用意して扱うことになり、手技が煩
雑となる。また、特許文献２、３においては、ＰＤＤとＰＤＴの手技を連続して行うこと
ができず、内視鏡を一旦体腔内から抜き取って、再挿入する必要があり、ＰＤＤとＰＤＴ
を早急に切り替えることができない。
【０００５】
　また、内視鏡先端部の照射窓から照射される白色照明光やＰＤＤ用レーザ光は、体腔内
を広く照明するため広い照射角であることが好ましく、ＰＤＴ用レーザ光は、患部に向け
て局所的に照射するため照射角を狭めることが好ましい。しかし、同じ照射窓から光を出
射させる場合には、ＰＤＤとＰＤＴで共に良好な照射条件に設定することが困難となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－８６６８０号公報
【特許文献２】特開２００７－２０７５９号公報
【特許文献３】特開２００７－５００７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、一旦挿入した内視鏡を抜き取って再挿入させることなく、同じ内視鏡を用い
たまま、ＰＤＤとＰＤＴ等の手技を早急に切り替えることができ、しかも各手技内容に応
じてそれぞれ適切な照射角で光照射が行える内視鏡装置及びこれに用いる内視鏡用先端フ
ードを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、下記構成からなる。
（１）　被検体内に挿入される内視鏡挿入部の先端に、互いに中心波長の異なる複数種の
光を出射する照明窓と、被検体を撮像するための観察窓とが配置され、前記照明窓と前記
観察窓の前面側で前記内視鏡挿入部の先端を覆う内視鏡用先端フードが設けられたフード
付き内視鏡装置であって、
　前記内視鏡用先端フードが、フード本体部と、該フード本体部に対して移動自在に支持
され、前記内視鏡挿入部の先端に対面して、集光レンズ、特定の吸収波長帯を有する光カ
ットフィルタ、及び透光部が配置されたスライド部材と、を具備し、
　前記スライド部材が、前記スライド部材の集光レンズが前記照射窓に対面し、前記スラ
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イド部材の光カットフィルタが前記観察窓に対面する第１の位置と、前記スライド部材の
透光部が前記照射窓及び前記観察窓に対面する第２の位置との間で少なくとも移動自在に
されたフード付き内視鏡装置。
（２）　上記のフード付き内視鏡装置に用いられる内視鏡用先端フード。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の内視鏡装置及びこれに用いる内視鏡用先端フードによれば、一旦挿入した内視
鏡を抜き取って再挿入させることなく、同じ内視鏡を用いたまま、ＰＤＤとＰＤＴ等の手
技を早急に切り替えることができ、しかも各手技内容に応じてそれぞれ適切な照射角で光
照射が行える。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態を説明するための図で、内視鏡装置の概念的なブロック構成図
である。
【図２】図１に示す内視鏡装置の一例としての外観図である。
【図３】内視鏡用先端フードの概略的な断面斜視図である。
【図４】スライド部材の平面図である。
【図５】（Ａ）は内視鏡先端部の照射窓と観察窓の前面に開口孔が配置された状態を示す
説明図で、（Ｂ）は内視鏡先端部の照射窓の前面に集光レンズが配置され観察窓の前面に
光カットフィルタが配置された状態を示す説明図である。
【図６】内視鏡先端部に内視鏡用先端フードを取り付けた状態の概略的な断面図である。
【図７】ＰＤＤ，ＰＤＴの手技手順の一例示すフローチャートである。
【図８】（Ａ）は撮像フレームの奇数フレームにＰＤＤ用レーザ光と白色光とを照射して
撮像し、偶数フレームにＰＤＴ用レーザ光を照射して撮像する照射タイミングを示すタイ
ミングチャート、（Ｂ）は（Ａ）の場合の偶数フレームに白色光をＰＤＴ用レーザ光と合
わせて照射する照射タイミングを示すタイミングチャートである。
【図９】内視鏡用先端フードの他の構成例を示す構成図である。
【図１０】他の内視鏡装置の概念的なブロック構成図である。
【図１１】回転カラーフィルタの一構成例を示す概略的な平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
　図１は本発明の実施形態を説明するための図で、内視鏡装置の概念的なブロック構成図
、図２は図１に示す内視鏡装置の一例としての外観図である。
　図１、図２に示すように、内視鏡装置１００は、内視鏡１１と、この内視鏡１１が接続
される制御装置１３とを有する。制御装置１３には、画像情報等を表示する表示部１５と
、入力操作を受け付ける入力部１７が接続されている。内視鏡１１は、被検体内に挿入さ
れる内視鏡挿入部１９の先端から照明光を出射する照明光学系と、被観察領域を撮像する
撮像素子２１（図１参照）を含む撮像光学系とを有する、電子内視鏡である。
【００１２】
　また、内視鏡１１は、内視鏡挿入部１９と、内視鏡挿入部１９の先端の湾曲操作や観察
のための操作を行う操作部２３（図２参照）と、内視鏡１１を制御装置１３に着脱自在に
接続するコネクタ部２５Ａ，２５Ｂを備える。なお、図示はしないが、操作部２３及び内
視鏡挿入部１９の内部には、組織採取用処置具等を挿入する鉗子チャンネルや、送気・送
水用のチャンネル等、各種のチャンネルが設けられる。
【００１３】
　内視鏡挿入部１９は、可撓性を持つ軟性部３１と、湾曲部３３と、先端部（以降、内視
鏡先端部とも呼称する）３５から構成される。内視鏡先端部３５には、図１に示すように
、被観察領域へ光を照射する照射窓３７Ａ，３７Ｂと、観察窓３８を通して被観察領域の
画像情報を取得するＣＣＤ(Charge Coupled Device）イメージセンサやＣＭＯＳ(Complem
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entary Metal-Oxide Semiconductor）イメージセンサ等の撮像素子２１が配置されている
。なお、観察窓３８と撮像素子２１の間には対物レンズユニット３９が配置される。
【００１４】
　内視鏡先端部３５には、内視鏡用先端フード７１が装着されており、内視鏡用先端フー
ド７１には内視鏡先端部３５に対面する円盤部を有したスライド部材７３が回動自在に支
持されている。スライド部材７３は、伝達ワイヤ７５により回動される駆動ギア７７によ
り、内視鏡用先端フード７１内で回動駆動される。伝達ワイヤ７５は、内視鏡１１のコネ
クタ部２５Ｂを介して制御装置１３のスライド部材駆動部７９に接続されて、回動駆動及
び直動駆動される。これら内視鏡用先端フード７１、及び照射窓３７Ａ，３７Ｂと観察窓
３８等の構成については、詳細を後述する。
【００１５】
　内視鏡挿入部１９の湾曲部３３は、軟性部３１と先端部３５との間に設けられ、図２に
示す操作部２３に配置されたアングルノブ２２の回動操作により湾曲自在にされている。
この湾曲部３３は、内視鏡１１が使用される被検体の部位等に応じて、任意の方向、任意
の角度に湾曲でき、内視鏡先端部３５の照射窓３７Ａ，３７Ｂの光照射方向、及び観察窓
３８による撮像素子２１の観察方向を所望の観察部位に向けることができる。
【００１６】
　制御装置１３は、内視鏡先端部３５の照射窓３７Ａ，３７Ｂに光を供給する光源装置４
１と、撮像素子２１からの画像信号を画像処理するプロセッサ４３とを備え、コネクタ部
２５Ａ，２５Ｂを介して内視鏡１１に接続される。また、プロセッサ４３には、前述の表
示部１５と入力部１７が接続されている。プロセッサ４３は、内視鏡１１の操作部２３や
入力部１７からの指示に基づいて、内視鏡１１から伝送されてくる撮像信号を画像処理し
、表示用画像を生成して表示部１５へ供給する。
【００１７】
　光源装置４１は、互いに中心発光波長の異なる複数のレーザ光源を有し、本構成例にお
いては、図１に示すように、中心発光波長が４４５ｎｍのレーザ光源ＬＤ１、４０５ｎｍ
のレーザ光源ＬＤ２、６６５ｎｍのレーザ光源ＬＤ３を備えている。ＬＤ１は青色レーザ
光を出射して後述する波長変換部材により白色照明光を生成する光源であり、ＬＤ２は紫
色レーザ光を出射する特殊光観察用の光源で光線力学的診断（ＰＤＤ）を行うための照明
光としても用いる。また、ＬＤ３は、レーザ光を比較的強い出力で生体組織表面に照射し
て癌などの腫瘍を治療する光線力学的治療（ＰＤＴ）を行うための光源である。ＰＤＤに
おいては、生体に投与され腫瘍親和性がありかつＬＤ２のレーザ光の波長に対して感応す
る光感受性物質が、癌などの腫瘍の病巣部で濃度が高くなった部位で励起発光するので、
この励起発光光を検出することで、病巣部の位置を特定する。このＰＤＤにより特定され
た病巣部に対して、ＬＤ３によるＰＤＴ用レーザ光の照射が施される。
【００１８】
　これらＬＤ１～ＬＤ３の光源は、光源制御部４９によりそれぞれ個別に調光制御されて
おり、各レーザ光線の出射タイミングや出射光量比は変更自在になっている。
【００１９】
　上記のレーザ光源ＬＤ１～ＬＤ３としては、ブロードエリア型のＩｎＧａＮ系レーザダ
イオードが利用でき、また、ＩｎＧａＮＡｓ系レーザダイオードやＧａＮＡｓ系レーザダ
イオード等を用いることもできる。また、上記光源として、発光ダイオード等の発光体を
用いた構成としてもよい。なお、白色照明光は、レーザ光源ＬＤ１と波長変換部材に代え
てキセノンランプやハロゲンランプ等を用いることもできる。また、ＬＤ３の中心発光波
長は６２０～６８０ｎｍの範囲であればよい。
【００２０】
　ＬＤ１～ＬＤ３から出射されるレーザ光は、集光レンズ（図示略）によりそれぞれ光フ
ァイバに入力されコネクタ部２５Ａに伝送される。ＬＤ２とＬＤ３からのレーザ光は、合
波器であるコンバイナ５１により合波されてからコネクタ部２５Ａに伝送される。
【００２１】
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　コネクタ部２５Ａから内視鏡先端部３５までの間は光ファイバ５５Ａ，５５Ｂが延設さ
れており、ＬＤ１からのレーザ光は光ファイバ５５Ａに導入され、ＬＤ２とＬＤ３からの
レーザ光は光ファイバ５５Ｂに導入される。ＬＤ１からのレーザ光は、内視鏡先端部３５
に配置された波長変換部材である蛍光体５７に照射されて照射窓３７Ａから白色光が出射
される。ＬＤ２，ＬＤ３からのレーザ光は、光偏向・拡散部材５８を通して照射窓３７Ｂ
から出射される。
【００２２】
　光ファイバ５５Ａ，５５Ｂはマルチモードファイバであり、例えば、コア径１０５μｍ
、クラッド径１２５μｍ、外皮となる保護層を含めた径がφ０．３～０．５ｍｍの細径な
ファイバケーブルを使用できる。
【００２３】
　なお、ＬＤ１～ＬＤ３の各光源は、それぞれ複数個を配置して、同種の光源同士のレー
ザ光をそれぞれ合波させる構成とすれば、光源毎の特性の個体差を吸収して、均一な光を
得ることができる。また、ＬＤ１とＬＤ２からのレーザ光を光ファイバ５５Ａに導入して
蛍光体５７に照射する構成としてもよい。その場合、ＬＤ２からのレーザ光の波長に対し
ては吸収の少ない蛍光体５７を選定する。このように各レーザ光源ＬＤ１～ＬＤ３の配置
や組合せは、目的に応じて適宜変更が可能である。
【００２４】
　蛍光体５７は、ＬＤ１からの青色レーザ光の一部を吸収して緑色～黄色に励起発光する
複数種の蛍光体物質（例えばＹＡＧ系蛍光体、或いはＢＡＭ（ＢａＭｇＡｌ10Ｏ17）等の
蛍光体）を含んで構成される。これにより、青色レーザ光を励起光とする緑色～黄色の励
起発光光と、蛍光体５７により吸収されず透過した青色レーザ光とが合わされて、白色（
疑似白色）の照明光が生成される。
【００２５】
　ここで、本明細書でいう白色光とは、厳密に可視光の全ての波長成分を含むものに限ら
ず、例えば、基準色であるＲ（赤），Ｇ（緑），Ｂ（青）等、特定の波長帯の光を含むも
のであればよく、例えば、緑色から赤色にかけての波長成分を含む光や、青色から緑色に
かけての波長成分を含む光等も広義に含むものとする。
【００２６】
　また、蛍光体５７は、レーザ光の可干渉性により生じるスペックルに起因して、撮像の
障害となるノイズの重畳や、動画像表示を行う際のちらつきの発生を防止できる。上記の
蛍光体５７としては、蛍光体を構成する蛍光物質と、充填剤となる固定・固化用樹脂との
屈折率差を考慮して、蛍光物質そのものと充填剤に対する粒径を、赤外域の光に対して吸
収が小さく、かつ散乱が大きい材料で構成することが好ましい。これにより、赤色や赤外
域の光に対して光強度を落とすことなく散乱効果が高められ、光学的損失が小さくなる。
【００２７】
　光偏向・拡散部材５８は、ＬＤ２，ＬＤ３からのレーザ光を透過させる材料であればよ
く、例えば透光性を有する樹脂材料やガラス等が用いられる。更には、光偏向・拡散部材
５８は、樹脂材料やガラスの表面等に、微小凹凸や屈折率の異なる粒子（フィラー等）を
混在させた光拡散層を設けた構成や、半透明体の材料を用いた構成としてもよい。これに
より、光偏向・拡散部材５８から出射する透過光は、所定の照射領域内で光量が均一化さ
れた狭帯域波長の照明光となる。
【００２８】
　上記のように青色レーザ光と蛍光体５７からの励起発光光による白色光、及び各レーザ
光による狭帯域光からなる照明光は、内視鏡先端部３５の照射窓３７Ａ，３７Ｂから内視
鏡用先端フード７１を通じて被検体の被観察領域に向けて照射される。そして、照明光が
照射された被観察領域の様子は、観察窓３８を通じて対物レンズユニット３９により撮像
素子２１の受光面上に結像されて、撮像画像が生成される。
【００２９】
　この撮像素子２１から出力される撮像画像の画像信号は、スコープケーブル５９を通じ
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てＡ／Ｄ変換器６１に伝送されてデジタル信号に変換され、コネクタ部２５Ｂを介してプ
ロセッサ４３の画像処理部６３に入力される。画像処理部６３は、デジタル信号に変換さ
れた撮像素子２１からの撮像画像信号に対して、ホワイトバランス補正、ガンマ補正、輪
郭強調、色補正等の各種処理を施す。画像処理部６３で処理された撮像画像信号は、制御
部６５に送られて、制御部６５で各種情報と共に内視鏡観察画像にされて表示部１５に表
示され、必要に応じて、メモリやストレージ装置からなる記憶部６７に記憶される。
【００３０】
　次に、内視鏡用先端フード７１の一構成例について詳細に説明する。
　図３は内視鏡用先端フードの概略的な断面斜視図である。内視鏡用先端フード７１は、
内視鏡挿入部１９の先端部３５に着脱自在に装着され、スライド部材７３が内視鏡用先端
フード７１に対して、図中Ａ方向に回動自在に、かつ図中Ｂ方向に移動自在に支持されて
いる。スライド部材７３は、図４にスライド部材の平面図を示すように、集光レンズ８１
Ａ，８１Ｂ、光カットフィルタ８３、及び透光部となる開口孔８５Ａ，８５Ｂ，８５Ｃを
同じ面内に配置した円盤部８７を有する。また、円盤部８７は、内視鏡先端部に開口する
鉗子孔に対応して鉗子孔開口部８９が形成されている。
【００３１】
　集光レンズ８１Ａ，８１Ｂは、図１に示す内視鏡先端部３５の照射窓３７Ａ，３７Ｂか
ら出射される光を被検体（患部）に向けて集光する機能を有する。また、光カットフィル
タ８３は、ＬＤ３からのＰＤＴ用レーザ光の波長成分を吸収して透過光量を制限する機能
を有する。
【００３２】
　開口孔８５Ａ，８５Ｂ，８５Ｃは、集光レンズ８１Ａ，８１Ｂ、光カットフィルタ８３
の配置位置に対し、スライド部材７３の回動中心Ｃを中心として同じ円周角θ１、θ２の
関係を維持して所定角度αだけ回転変位した位置に配置されている。これにより、図５（
Ａ）に示すように、内視鏡先端部３５の照射窓３７Ａの前面に開口孔８５Ａが配置され、
照射窓３７Ｂの前面に開口孔８５Ｂが配置され、観察窓３８の前面に開口孔８５Ｃが配置
された状態と、図５（Ｂ）に示すように、内視鏡先端部３５の照射窓３７Ａの前面に集光
レンズ８１Ａが配置され、照射窓３７Ｂの前面に集光レンズ８１Ｂが配置され、観察窓３
８の前面に光カットフィルタ８３が配置された状態にできる。なお、透光部である開口孔
８５Ａ，８５Ｂ，８５Ｃは、ガラス等の透光性を有する部材で構成してもよい。
【００３３】
　上記のように、スライド部材７３は、図５（Ａ）に示す内視鏡先端部３５の照射窓３７
Ａ，３７Ｂから光を拡散照射して、観察窓３８を介して撮像する回動位置と、図５（Ｂ）
に示す内視鏡先端部３５の照射窓３７Ａ，３７Ｂからの光を、集光レンズ８１Ａ，８１Ｂ
により集光させて照射し、ＬＤ３からのレーザ光成分を光カットフィルタ８３により除去
して撮像する回動位置に選択的に配置できる。
【００３４】
　次に、このスライド部材７３の回動支持構造と進退駆動する構造の一例について説明す
る。
　図６に内視鏡先端部に内視鏡用先端フードを取り付けた状態の概略的な断面図を示した
。内視鏡用先端フード７１は、弾性部材からなるフード本体部９１の基端側９１ａを内視
鏡先端部３５の外周に挿入することで弾性的に固定される。フード本体部９１の内周面に
は環状溝９３が形成され、この環状溝９３に、環状のアウターリング９５が図中Ｂ方向に
摺動自在に収容されている。また、アウターリング９５の内側には収容溝９７が形成され
、この収容溝９７に前述のスライド部材７３が回動自在に収容されている。
【００３５】
　スライド部材７３は、円盤部８７の外周縁が側壁部８８に接続されており、側壁部８８
の内周面の少なくとも一部には駆動用の歯が形成され、駆動ギア７７と螺合している。ま
た、駆動ギア７７に接続される伝達ワイヤ７５はアウターリング９５及びフード本体部９
１に支持されて、駆動ギア７７を回動駆動することで、スライド部材７３を図３に示すＡ
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方向に回動させる。
【００３６】
　伝達ワイヤ７５は、図１に示すスライド部材駆動部７９によって軸方向へ進退駆動する
ことで、アウターリング９５を環状溝９３内で図６に示すＢ方向に移動させることができ
る。これにより、スライド部材７３のＢ方向への移動を可能にしている。スライド部材７
３がＢ方向に移動されると、集光レンズ８１Ａ，８１Ｂが照射窓３７Ａ，３７Ｂに対して
接近又は離間して、照射窓３７Ａ、３７Ｂからの集光特性が変化する。
【００３７】
　なお、集光レンズの最適な位置は、内視鏡先端部３５における照射窓３７Ａ，３７Ｂと
観察窓３８との離間距離、照射窓３７Ａ，３７Ｂからの出射光の種類や出射光量、観察窓
３８から撮像する被検体の撮像画角の少なくともいずれかに応じて設定される。
【００３８】
　このように、スライド部材駆動部７９は、スライド部材７３を回動駆動し、また、集光
レンズを移動させることができる。上記構成は一例であって、スライド部材７３を回動さ
せ、かつ軸方向に移動させることができる構造であれば他の構成であってもよい。
【００３９】
　次に、上記構成の内視鏡装置を用いてＰＤＤ，ＰＤＴの手技を行う手順を説明する。
　図７にＰＤＤ，ＰＤＴの手技手順の一例をフローチャートで示した。このフローチャー
トに基づけば、まず、図１に示すＬＤ１から青色レーザ光を出射して、蛍光体５７を有す
る照射窓３７Ａから白色光を照射する。また、ＬＤ２からＰＤＤ用レーザ光である紫色レ
ーザ光（狭帯域光）を照射して照明光とすることにより、組織表層の毛細血管が強調され
血管構造が観察しやすくなる。このときの内視鏡用先端フード７１のスライド部材７３は
、図５（Ａ）に示す回動位置に設定して、照射窓３７Ａ，３７Ｂ及び観察窓３８を表出さ
せておく。
【００４０】
　上記のように、白色光による通常観察、又は白色光に青色レーザ光や紫色レーザ光を加
えた照明光による特殊光観察を行い（Ｓ１）、内視鏡先端部を患部位置まで進入させる。
そして、内視鏡先端部が患部付近に到達したときに、ＬＤ１からの光出力を停止して、Ｌ
Ｄ２からのＰＤＤ用レーザ光を照射する（Ｓ２）。すると、病巣部では患者に投与された
光感受性物質の濃度が高くなりＰＤＤ用レーザ光により励起発光するので、ＰＤＤによる
蛍光検出によって病巣部の有無を確認する（Ｓ３）。
【００４１】
　これを病巣部が発見されるまで繰り返す。病巣部が発見された場合、病巣部に内視鏡先
端部を近づけ、病巣部にＰＤＴ用レーザ光照射の照準を合わせる（Ｓ４）。このとき、図
１に示すスライド部材駆動部７９により伝達ワイヤ７５を回動させることで、スライド部
材７３を図５（Ａ）に示す回動位置から図５（Ｂ）に示す回動位置に変更する。次いで、
スライド部材駆動部７９により伝達ワイヤ７５を進退動作させることで、図６に示すスラ
イド部材７３の軸方向位置を矢印Ｂ方向に調整し、照射窓３７Ａ，３７Ｂからの出射光の
集光度合いを調整する。具体的には、ＰＤＴ用レーザ光の照射領域が、照射面上でφ２０
ｍｍ以下の範囲になるように調整する。上記のスライド部材駆動部７９による伝達ワイヤ
７５の駆動は、内視鏡１１に設けたスイッチ８０の操作により行う他、制御部６５からの
指示により制御することができる。
【００４２】
　そして、病巣部に照準を合わせた後、ＬＤ３を駆動してＰＤＴ用レーザ光を照射窓３７
Ａ，３７Ｂから病巣部に向けて比較的高強度で照射する（Ｓ５）。このとき、図５（Ｂ）
に示すように、観察窓３８は光カットフィルタ８３により覆われ、ＰＤＴ用レーザ光の成
分が遮光されて撮像素子への導入が制限されるため、撮像素子からの観察画像を飽和させ
ることなく適正な露出で画像情報が取得できる。
【００４３】
　また、ＰＤＴ用レーザ光の照射の最中でも、観察画像を図１に示す表示部１５に映出さ
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せることで、ＰＤＴ用レーザ光の照射位置ずれの有無を確認することができる（Ｓ６）。
照射位置にずれが生じた場合は、その都度、内視鏡１１を操作してＰＤＴ用レーザ光が病
巣部に正しく照射されるように調整する。
【００４４】
　病巣部にＰＤＴ用レーザ光を照射して所定時間が経過した後（Ｓ７）、ＬＤ３によるＰ
ＤＴ光の照射を停止して（Ｓ８）、ＰＤＴを終了する。そして、スライド部材駆動部７９
により伝達ワイヤ７５を回動させることで、スライド部材７３を図５（Ｂ）に示す回動位
置から図５（Ａ）に示す回動位置に変更する。そして、ＬＤ２によるＰＤＤ用レーザ光を
病巣部の存在した位置に照射して（Ｓ９）、蛍光の有無を確認する。病巣部の位置から蛍
光が発生する場合は、再び病巣部に向けてＰＤＴ光を照射する等の処置を行い、蛍光が観
察されなかった場合は、病巣部が根治したものとして処置を終了する（Ｓ１０）。
【００４５】
　上記のように、内視鏡を患者の体腔内に挿入したままの状態で、通常観察（特殊光観察
）、ＰＤＤ、ＰＤＴの各処置を連続して実施することができる。しかも、スライド部材７
３の回動動作（Ａ方向回動）により、ＰＤＤを行う場合と、ＰＤＴを行う場合とを、スイ
ッチ８０の操作等により早急に切り替えることができ、また、スライド部材７３の進退動
作（Ｂ方向移動）により、ＰＤＴ用レーザ光を所望の領域に適切に照準させることができ
る。これにより、手技を効率良く正確、かつ迅速に実施でき、患者への負担を軽減できる
。
【００４６】
　ここで、ＰＤＤ用レーザ光の照射、白色光の照射、ＰＤＴ用レーザ光の照射のタイミン
グは、撮像素子による撮像フレームと同期して切り替えることが好ましい。図８（Ａ）、
図８（Ｂ）にそれぞれ照射タイミングの例を示した。図８（Ａ）に示すパターンにおいて
は、撮像フレームの奇数フレームでＰＤＤ用レーザ光と白色光とを照射して撮像し、偶数
フレームでＰＤＴ用レーザ光を照射して撮像する。この場合、奇数フレームにて通常観察
時の画像とＰＤＤの蛍光とが重畳された画像を取得でき、これにより、白色光により観察
場所の確認が容易となり、蛍光を発する病巣部の位置の把握が簡単に行える。そして、偶
数フレームにてＰＤＴ用レーザ光の照射の様子が映出した画像を取得できる。これら奇数
フレームと偶数フレームを一枚の画像情報として重ねて表示することで、通常観察時の観
察画像上にＰＤＤ、ＰＤＴを実施している画像が同時に表示でき、ＰＤＤ，ＰＤＴを視認
性を高めて円滑に行うことができる。
【００４７】
　また、図８（Ｂ）に示すパターンでは、図８（Ａ）の場合の偶数フレームで白色光をＰ
ＤＴ用レーザ光と合わせて照射している。これによれば、偶数フレームにおけるＰＤＴ時
の観察画像が、白色光により色再現性が高められ、より自然な画像として取得することが
できる。
【００４８】
　また、上記の偶数フレームの画像と、奇数フレームの画像とを重ね合わせずに、表示部
１５の表示領域内で、それぞれ別々の位置に表示させることで、双方を対比させながら観
察することもできる。
【００４９】
　本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、明細書の記載、並びに周知の技術
に基づいて、当業者が変更、応用することも本発明の予定するところであり、保護を求め
る範囲に含まれる。
【００５０】
　例えば、図６に示すスライド部材７３に配置した集光レンズ８１Ａ，８１Ｂは、スライ
ド部材７３のＢ方向移動により照明の照射角を調整する以外にも、電圧印加によるレンズ
の変形によって照射角を変更する構成にすることもできる。
【００５１】
　また、スライド部材７３の回動動作は、駆動ギア７７とのラックピニオン機構による駆
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動の他に、超音波モータや、磁気等を駆動源として駆動してもよく、他の目的で別途用意
された回転駆動軸に接続する駆動方式であってもよい。また、回動動作に限らず、水平直
進動等のスライド動作としてもよい。
【００５２】
　また、図９に一構成例を示すように、内視鏡用先端フード７１に、照射窓３７Ａ，３７
Ｂからの照明光軸Ｌａ及び観察窓（図示略）の撮像光軸を、内視鏡先端部３５の軸方向か
ら側方に偏向させる反射部材９９を配置した構成としてもよい。つまり、内視鏡用先端フ
ード７１の被検体側となる先端部に、バネ性を有する支持部９９ａを固定し、この支持部
９９ａに連設された反射面９９ｂを有する反射部材９９を、内視鏡先端部３５から導出さ
れたワイヤ１０１の牽引・繰り出しにより図中Ｄ方向に変位させる構成とする。この構成
によれば、照明光軸Ｌａ及び撮像光軸を自在に偏向させることができる。
【００５３】
　つまり、図９に示す内視鏡用先端フード７１によれば、任意のタイミングでワイヤ１０
１が牽引された収納状態から、ワイヤ１０１を繰り出して、支持部９９ａの弾性力で反射
部材９９をフード内側に突出させることで、照明光軸Ｌａ及び撮像光軸を側方に偏向でき
る。したがって、内視鏡先端部３５から側方の観察が可能となり、内視鏡先端部３５の軸
方向から光軸を切り替えることで、より広範囲な観察が行えるようになる。
【００５４】
　このように、本構成の内視鏡装置によれば、体腔内に挿入した内視鏡を抜き取って再度
挿入することなく、同じ内視鏡を用いたままＰＤＤとＰＤＴの手技を切り替えることがで
き、しかもＰＤＤとＰＤＴでそれぞれ適切な照射角で光照射が行える。これにより、内視
鏡の手技が容易となり、患者への負担も軽減できる。
【００５５】
　また、図１０に示すように、内視鏡装置２００の光源装置４１の白色照明光を生成する
ための光源を、複数種の波長帯光を選択的に透過させて複数種の光を順次生成して出力す
る円板状の回転カラーフィルタ１１１、及び回転カラーフィルタ１１１に白色光を照射す
る白色光源１１３を少なくとも有する構成にしてもよい。この場合の光源装置４１は、具
体的には、白色光を出射するキセノンランプを発光源とする白色光源１１３と、キセノン
ランプから出射された光量を制御する絞り装置１１５と、複数種の透過フィルタを有して
白色光を面順次光にする前述の回転カラーフィルタ１１１と、内視鏡装置に接続されるラ
イトガイド１１７の入射面に回転カラーフィルタ１１１を介した面順次光を集光させる集
光レンズ１１９と、回転カラーフィルタ１１１を回転駆動する回転フィルタモータ１２１
と、回転カラーフィルタ１１１を光路に対して垂直に移動させるフィルタ移動ステージ１
２３と、を備える。
【００５６】
　また、ＰＤＴ用レーザ光を発生するＬＤ３は、光ファイバ１２５，１２７を通じて内視
鏡先端部３５の光偏向・拡散部材５８にレーザ光を照射する。
【００５７】
　回転カラーフィルタ１１１の構成は、一例として図１１に示すように、緑色成分の光を
透過するＧフィルタ１３１と、赤色成分を透過するＲフィルタ１３３と、第１の青色成分
の光を透過するＢ１フィルタ１３５と、第２の青色成分の光を透過するＢ２フィルタ１３
７とを備えている。これらＲフィルタ１３１、Ｇフィルタ１３３、Ｂ１，Ｂ２フィルタ１
３５，１３７からなる透過フィルタは、回転カラーフィルタ１１１の回転中心を中心とす
る円周方向に並べて配置され、Ｂ１，Ｂ２フィルタ１３５，１３７については、同じ円周
位置で径方向内側と外側に分割されて配置される。また、各透過フィルタの異なる色同士
の間には遮光部１３９が形成されている。
【００５８】
　上記構成の回転カラーフィルタ１１１の各透過フィルタを透過した光は被検体に照射さ
れ、被検体から戻り来る光がそれぞれ撮像素子２１Ａにより検出される。
【００５９】
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　ここで、Ｂ１フィルタ１３５は通常観察時（白色光観察時）に使用するＢ光生成用であ
り、Ｂ２フィルタ１３７は、狭帯域画像を撮像するための狭帯域光生成用である。つまり
、Ｂ２フィルタ１３７はＢ１フィルタ１３５よりも狭い帯域の光成分のみ透過させるフィ
ルタで、前述の４０５ｎｍのレーザ光（ＰＤＤ用レーザ光）に相当するような狭帯域光（
例えば半値幅２０～４０ｎｍのバンドパス特性の光）を白色光から生成する。また、Ｂ２
フィルタ１３７の透過光中心波長としては、ヘモグロビンの吸収ピークである５００ｎｍ
や、４３０ｎｍを含む半値幅２０～４０ｎｍのバンドパス特性であるものを使用してもよ
い。
【００６０】
　次に、上記構成の内視鏡装置２００の動作を説明する。
　まず、内視鏡挿入部１９が体腔内に挿入された後、プロセッサ４３が駆動され、白色光
源１１３のキセノンランプから白色光が出射される。そして、キセノンランプから白色光
が出射されると同時に回転カラーフィルタ１１１が回転フィルタモータ１２１により回転
駆動される。
【００６１】
　また、上記のように回転カラーフィルタ１１１を回転駆動した後、所定回転毎、或いは
任意のタイミングでフィルタ移動ステージ１２３の駆動によって回転カラーフィルタ１１
１の径方向への移動を行う。例えば、回転カラーフィルタ１１１が１回転する度に、回転
カラーフィルタ１１１を径方向外側又は内側へ移動することで、回転カラーフィルタ１１
１の１回転毎に、Ｂ１フィルタ１３５への白色光の照射とＢ２フィルタ１３７への白色光
の照射とを切り替えることができる。なお、この切り替えは任意のタイミングで行うもの
であってもよい。
【００６２】
　このような白色光源１１３と回転カラーフィルタ１１１の動作によって、特定パターン
（Ｒ光、Ｇ光、Ｂ１光、及びＢ２光が回転カラーフィルタの配置位置に応じて任意の順序
で出射される出射パターン）の面順次光が回転カラーフィルタ１１１から出射され、集光
レンズ１１９を介してライトガイド１１７の一端に入射される。
【００６３】
　そして、ライトガイド１１７により導光される面順次光は、ライトガイド１１７の他端
から出射され、光偏向・拡散部材５８を介して観察対象に照射される。この面順次光の照
射によって観察対象から戻り来る光を、対物レンズユニット３９によって撮像素子２１Ａ
の撮像面に結像させる。そして、撮像素子２１Ａは、観察対象の像をＲ成分、Ｇ成分、Ｂ
１成分、及びＢ２成分として画像信号を出力する。これら各画像信号は、適宜な画像処理
を行ったり、前述のフレーム毎に表示部１５へ表示させたりすることができる。
【００６４】
　なお、この場合の撮像素子２１Ａは白黒の撮像素子で足りるが、カラー撮像素子を用い
ることもできる。その場合には、１フレーム内に回転カラーフィルタを少なくとも１回転
させて、撮像素子の電荷蓄積期間内に各色の画像情報を蓄積する構成とする。即ち、回転
カラーフィルタが１回転する時間を、撮像素子２１Ａのフレームレートに対応するように
制御する。つまり、フレームレートが６０ｆｐｓである場合は、回転カラーフィルタ１１
１の１回転する時間が１／６０秒となるように回転カラーフィルタ１１１の回転速度が制
御される。カラー撮像素子としては、Ｒ，Ｇ，Ｂの感度を有する原色系撮像素子の他、Ｃ
，Ｍ，Ｙ、又はＣ，Ｍ，Ｙ，Ｇの感度を有する補色系撮像素子であってもよい。
【００６５】
　更に他の構成例として、次に示すような内視鏡装置の構成であってもよい。
　上記例ではＰＤＴ用レーザを内視鏡先端部から出射する構成としているが、これに限ら
ず、内視鏡の鉗子孔からＰＤＴ用レーザを導光する光ファイバ部材を挿入して、患部にＰ
ＤＴ用レーザ光を照射する構成であってもよい。
【００６６】
　また、上記の内視鏡用先端フードは、内視鏡挿入部の先端に着脱自在に装着された構成
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を例に説明しているが、前述の図５（ａ），（Ｂ）に示す観察窓３８と照明窓３７Ａ，３
７Ｂの配置と、開口孔８５Ａ，８５Ｂ，８５Ｃの配置の関係、及び光カットフィルタ８３
、集光レンズ８１Ａ，８１Ｂとの配置の関係が実現できるように、内視鏡用先端フードが
内視鏡挿入部の先端に回動自在な状態で一体にされた構成としてもよい。この構成によれ
ば、内視鏡先端部３５に内視鏡用先端フードを取り付ける手間が省け、内視鏡手技をより
迅速に行うことが可能となる。
【００６７】
　以上の通り、本明細書には次の事項が開示されている。
（１）　被検体内に挿入される内視鏡挿入部の先端に、互いに中心波長の異なる複数種の
光を出射する照明窓と、被検体を撮像するための観察窓とが配置され、前記照明窓と前記
観察窓の前面側で前記内視鏡挿入部の先端を覆う内視鏡用先端フードが設けられたフード
付き内視鏡装置であって、
　前記内視鏡用先端フードが、フード本体部と、該フード本体部に対して移動自在に支持
され、前記内視鏡挿入部の先端に対面して、集光レンズ、特定の吸収波長帯を有する光カ
ットフィルタ、及び透光部が配置されたスライド部材と、を具備し、
　前記スライド部材が、前記スライド部材の集光レンズが前記照射窓に対面し、前記スラ
イド部材の光カットフィルタが前記観察窓に対面する第１の位置と、前記スライド部材の
透光部が前記照射窓及び前記観察窓に対面する第２の位置との間で少なくとも移動自在に
されたフード付き内視鏡装置。
　このフード付き内視鏡装置によれば、スライド部材を第１の位置と第２の位置に切り替
えることで、通常観察の状態から、光照射角を変更すると共に不要な光成分を除去した撮
像が行える状態に、簡単かつ早急に変更できる。
【００６８】
（２）　（１）のフード付き内視鏡装置であって、
　前記スライド部材が、前記集光レンズ、前記光カットフィルタ、及び前記透光部を同じ
面内で一体に配置した円盤部を有し、該円盤部が回動自在に支持されたフード付き内視鏡
装置。
　このフード付き内視鏡装置によれば、スライド部材の円盤部を回動して集光レンズ、光
カットフィルタ、透光部を一体にスライドさせる簡単な動作により、それぞれを内視鏡先
端部の照射窓と観察窓の位置に合わせることができる。
【００６９】
（３）　（１）又は（２）のフード付き内視鏡装置であって、
　前記スライド部材が前記内視鏡挿入部の軸方向へ移動自在に支持されたフード付き内視
鏡装置。
　このフード付き内視鏡装置によれば、集光レンズの軸方向への移動により、照射窓から
の光の出射方向を変化させることができ、出射光の照射範囲を調整できる。
【００７０】
（４）　（１）～（３）のいずれかのフード付き内視鏡装置であって、
　前記フード本体部の前記スライド部材よりフード先端側に配置され、前記照射窓からの
照明光軸及び前記観察窓の撮像光軸を、前記内視鏡先端部の軸方向から側方に偏向させる
反射部材を備えたフード付き内視鏡装置。
　このフード付き内視鏡装置によれば、内視鏡先端部側方も観察でき、内視鏡先端部の軸
方向から照明光軸及び観察光軸を切り替えることで、より広範囲な観察が可能となる。
【００７１】
（５）　（１）～（４）のいずれかのフード付き内視鏡装置であって、
　前記光源部が、白色光と、該白色光より狭い波長帯域の特殊光とを出射するフード付き
内視鏡装置。
　このフード付き内視鏡装置によれば、光源部から通常観察用の白色光と、特殊光観察用
の特殊光とを選択的に、また、同時に出射させることができる。
【００７２】
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（６）　（５）のフード付き内視鏡装置であって、
　前記光源部が、レーザ光源と、前記照射窓の内側に配置される波長変換部材とを有し、
前記レーザ光源からの出射光、及び該出射光が前記波長変換部材により波長変換された光
により白色光を生成するフード付き内視鏡装置。
　このフード付き内視鏡装置によれば、レーザ光源からの出射光に基づいて白色光を生成
するので、高効率で高輝度の白色光が得られる。また、波長変換部材により、レーザ光の
可干渉性により生じるスペックルに起因して、撮像の障害となるノイズの重畳や、動画像
表示を行う際のちらつきの発生を防止できる。
【００７３】
（７）　（５）のフード付き内視鏡装置であって、
　前記光源部が、特定の波長帯の光を選択的に透過する透過フィルタを、透過波長帯が互
いに異ならせて複数配置したカラーフィルタを備え、
　前記カラーフィルタの各透過フィルタに選択的に白色光を照射して、複数種の波長帯の
光成分を生成するフード付き内視鏡装置。
　このフード付き内視鏡装置によれば、カラーフィルタの各透過フィルタに白色光を照射
することで、その透過光として複数種の波長帯の光を取り出すことができる。
【００７４】
（８）　（７）のフード付き内視鏡装置であって、
　前記白色光を照射する透過フィルタの切り替えタイミングに同期して、前記スライド部
材の移動を実施するフード付き内視鏡装置。
　このフード付き内視鏡装置によれば、透過フィルタの切り替えタイミングが照射光の切
り替えタイミングとなるため、スライド部材を常に照射光に応じた位置に変更できる。
【００７５】
（９）　（７）又は（８）のフード付き内視鏡装置であって、
　前記カラーフィルタが、前記複数の透過フィルタを、回転中心を中心として円周方向に
並べて配置した円板状の回転カラーフィルタであるフード付き内視鏡装置。
　このフード付き内視鏡装置によれば、回転カラーフィルタを回転させ、円周方向に配置
された各透過フィルタに白色光を順次照射することで、複数種の光を連続的に生成するこ
とができる。
【００７６】
（１０）　（１）～（９）のいずれかのフード付き内視鏡装置であって、
　前記光源部が発生する特殊光が、患者に投与し患部に滞留した光感受性物質を光化学反
応させて前記患部を治療する波長域を含む光線力学的治療用光であるフード付き内視鏡装
置。
　このフード付き内視鏡装置によれば、光線力学的治療に用いる光線力学的治療用光が選
択的に照射可能となる。
【００７７】
（１１）　（１０）のフード付き内視鏡装置であって
　前記光カットフィルタの特定の吸収波長帯が、前記光線力学的治療用光の中心波長を含
むフード付き内視鏡装置。
　このフード付き内視鏡装置によれば、比較的高強度で出射される光線力学的治療用光に
より撮像画像が飽和することを防止でき、光線力学的治療用光の照射時においても患部の
観察が可能となる。
【００７８】
（１２）　（１）～（１１）のいずれかのフード付き内視鏡装置であって、
　前記光源部が発生する特殊光が、患者に投与し患部に滞留した光感受性物質を励起させ
る波長域を含む光線力学的診断用光であるフード付き内視鏡装置。
　このフード付き内視鏡装置によれば、光感受性物質の観察に適した撮像条件で画像取得
が行える。
【００７９】
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（１３）　（１２）のフード付き内視鏡装置であって、
　前記光線力学的治療用光を前記照射窓から出射する場合に、前記スライド部材を前記第
１の位置に切り替え、
　前記光線力学的診断用光又は白色光を前記照射窓から出射する場合に、前記スライド部
材を前記第２の位置に切り替えるスライド部材移動制御部を備えたフード付き内視鏡装置
。
　このフード付き内視鏡装置によれば、光線力学的治療用光を照射する場合は、集光レン
ズによって狭い照射範囲に光線力学的治療用光を照射するとともに、光カットフィルタに
より光線力学的治療用光の反射成分を除去して撮像するので、病巣部にエネルギ密度を高
めた光照射ができ、しかも撮像画像を飽和させることがない。また、光線力学的診断用光
又は白色光を照射する場合は、広い範囲に照射して、しかも微弱な蛍光までを撮像できる
。
【００８０】
（１４）　（１）～（１３）のいずれかのフード付き内視鏡装置であって、
　前記スライド部材を、前記第１の位置又は前記第２の位置へ切り替え指示する切り替え
指示部が、前記内視鏡挿入部の基端側に延設される内視鏡操作部に配置されたフード付き
内視鏡装置。
　このフード付き内視鏡装置によれば、内視鏡操作部に配置された切り替え指示部の操作
により、スライド部材を任意のタイミングで第１の位置と第２の位置に切り替えることが
でき、内視鏡の操作性を向上できる。
【００８１】
（１５）　（１）～（１４）のいずれかのフード付き内視鏡装置であって、
　前記撮像窓を通して撮像する撮像素子が出力する撮像信号のフレームに同期して、前記
スライド部材を移動させるフード付き内視鏡装置。
　このフード付き内視鏡装置によれば、フレームに同期してスライド部材を移動させるこ
とで、フレーム単位で異なる照射光による画像を表示できる。
【００８２】
（１６）　（１）～（１５）のいずれかのフード付き内視鏡装置であって、
　前記フードが、前記内視鏡挿入部の先端に着脱自在に装着されたものであるフード付き
内視鏡装置。
　このフード付き内視鏡装置によれば、フードが取り外し可能に内視鏡とは別体に構成さ
れることで、必要時にのみフードを取り付けることができ、通常観察用としての内視鏡装
置の使用時に操作性を妨げることがない。
【００８３】
（１７）　（１）～（１６）のいずれかのフード付き内視鏡装置に用いられる内視鏡用先
端フード。
　この内視鏡用先端フードによれば、内視鏡装置に内視鏡用先端フードを取り付けること
で、手技の内容に応じて適切な照明条件や観察条件に設定できる。
【符号の説明】
【００８４】
　１１　内視鏡
　１３　制御装置
　１５　表示部
　１９　内視鏡挿入部
　２１　撮像素子
　３５　内視鏡先端部
　３７Ａ，３７Ｂ　照射窓
　３８　観察窓
　３９　対物レンズユニット
　４１　光源装置
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　４３　プロセッサ
　４９　光源制御部
　５５Ａ，５５Ｂ　光ファイバ
　５７　蛍光体（波長変換部材）
　６３　画像処理部
　６５　制御部
　７１　内視鏡用先端フード
　７３　スライド部材
　７５　伝達ワイヤ
　７７　駆動ギア
　７９　スライド部材駆動部　
　８０　スイッチ
　８１Ａ，８１Ｂ　集光レンズ
　８３　光カットフィルタ
　８５Ａ，８５Ｂ，８５Ｃ　開口孔（透光部）
　８７　円盤部
　８８　側壁部
　９１　フード本体部
　９３　環状溝
　９５　アウターリング
　９７　収容溝
　９９　反射部材
１００，２００　内視鏡装置
１１１　回転カラーフィルタ
１１３　白色光源
１３１　Ｇフィルタ(透過フィルタ）
１３３　Ｒフィルタ（透過フィルタ）
１３５　Ｂ１フィルタ（透過フィルタ）
１３７　Ｂ２フィルタ（透過フィルタ）
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